
第 2章◆財政状況

(4)老齢 口退年相当の受給権者

老齢・退年相当について、受給権者の男女構成、平均年齢、平均年金月額などの

状況をみる。平成 20年度末の老齢・退年相当の受給権者数は、厚生年金 1,324万人、

国民年金 2,411万人 (新法老齢基礎年金及び旧法国民年金の老齢年金受給権者数 )、

共済年金は国共済 67万人、地共済 175万人、私学共済 11万人であつた (図表 236)。

老齢・退年相当の受給権者に占める女性の割合は、被用者年金では私学共済が最

も大きく 39.2%、 次いで地共済 32.9%、 厚生年金 31.4%、 国共済 16.3%の 順 とな

つている。国民年金は 56.8%である。

平均年齢は、各制度 とも 71～ 74歳程度である。私学共済が 71.0歳で最も低 く、

国民年金が 74.0歳 で最も高くなっている。

なお、表中、「老齢基礎年金等受給権者数 26,904千人」とあるのは、老齢・退職

年金の受給権を有する 65歳以上の者 (た だし老齢基礎年金の繰上げ受給を選択 して

いる 65歳未満の者 も含む。)の人数である。 これは、老齢基礎年金受給権者数、旧

国民年金法による老齢年金受給権者数、被用者年金の 65歳以上の旧法老齢・退職年

金の受給権者数のほか、旧法の通算老齢年金 。通算退職年金の受給権者の うち、そ

れぞれの年金を通算すれば、老齢 。退年相当となる者の数を推計 して加えたもので

ある。

図表 2-3-6 老齢・退年相当の受給権者数、平均年齢  ―平成20年度末一

区分 厚生年金 国共済 地共済 私学共済 国 民 年 金

新法基礎年金 と

旧法国民年金

公的年金

帝1度全体

受給権者数

計

男性

女性

女性割合 (%)

平均年齢

計

男性

女性

千人     千人     千人     千人

13,236        668      1,746      105.0

9,080        559      1,171       63.9
4,157        109        574       41.1

31.4       16.3       32.9       39.2

歳 歳 歳 歳

71 2       73.4       72.6       71.0

70.8       73.2       72.5       70.4
72.2       74.5       73.0       72.0

千人

24,111

10,416

13,695

56.8

歳

74.0

73.0

74.7

千人

26,904
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注 平均年齢は、年度末の年齢 (月 数を考慮 しないベース)を 単純に平均 した値に05
を加算 したベースの数値である。
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第 2章◆財政状況

(平均年金月額)

'平
均年金月額注

(老齢基礎年金分を含む)をみると (図表 2-3-7)、 地共済が最も

高く21.2万円、次いで国共済 20.1万円、私学共済 19,7万円、厚生年金 15.6万 円

(厚生年金基金代行分も含む)の順となっている。

注 平均年金月額は受給権者の裁定年金額の平均値であり、在職老齢年金制度による支給停止等を考慮す

る以前の額である。用語解説 「平均年金月額」の項を参照のこと。             、

平均年金月額の比較に際しては、

①共済年金は、厚生年金に比べて、報酬比例部分に係る給付乗率が、いわゆる「職

域部分に相当する分」高くなっていること

②平均加入期間が長いと平均年金月額が高くなること

③女性は男性に比べ平均年金月額が低いため、女性の受給権者数の割合が大きい

と男女計でみた平均年金月額が低くなること

等に留意する必要がある。

図表 2-3-7 老齢・退年相当の平均年金月額  ―平成 20年度末―

区分
国民年金

新 法 基 礎 年 金 と

1日

平 均 年 金 月額
(老齢基礎年金分を含む )

計

男性

女性

女 (男 =100)

平 均加 入 期 間

計

男性

女性

繰 上 ・繰 下等 除 く平均 年 金 月 額
注

(老齢基礎年金分を含む)

計

円

53,936

58,965
50,111

85.0

月

342

382

312

円

57,977

認
到基

平

月

齢

金

金

老

年

年

注 1

5.8万 円

○繰上 げ・繰下 げ支給 を選択 し、年金額が本来の年金額 よ りも減額又は増額 されてい る者 を除 く。

○特別支給 の老齢・退職年金について、報酬比例部分の支給 開始年齢 60歳 に達 してい るものの

定額部分 の支給開始年齢 には到達 していない者 を除 く。

○ただ し、国民年金 につ いては、減額支給 された ものを除いた平均年金月額 である。

繰上げ・繰 下げ支給分を除いた老齢基礎年金の平均年金月額 である。

155,766   200,860   212,228   197,468

178,325   205,912   223,675   218,177
106,489   175,010   188,887   165,409

59.7      85.0      84 4      75.8

月        月         月         月

388       423       419       384

428       427       434       396

300       405       389       365

164,446   218,857   227,001   213,932

注 2
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平均年金月額の計算に当たり、

・繰上げ・繰下げ支給を選択 し、年金額が本来の年金額よりも減額又は増額 され

ている者

・特別支給の老齢・退職年金について、報酬比例部分は受給 しているが定額部分

は支給開始年齢に到達 しておらず受給 していない者 (65歳未満の者に支給 され

る特別支給の老齢・退職年金については、平成 13年度から定額部分の支給開始

年齢の順次引上げ (報酬比例部分は従来 どお り60歳支給開始)が始まっている。)

を除くと、地共済 22,7万 円、国共済 21.9万円、私学共済 21.4万 円、厚生年金 16.4

万円 (厚生年金基金代行分も含む)と なる。

新法老齢基礎年金については、繰上げ・繰下げを除いたものが平均 5.8万 円とな

る。なお、繰上げ・繰下げ支給を選択 した老齢基礎年金受給権者に係る分も含め、

さらに旧国民年金法による老齢年金受給権者に係 る分 も含めると 5.4万 円 (表中

「53,936円」)である。

(女性の平均年金月額 一男女間の差が小さい国共済、地共済―)

女性の平均年金月額 (老齢基礎年金分を含む)をみると (図表 23-7)、 厚生年金

は 10.6万 円であり男性 (17.8万 円)の 59,7%と ほぼ 6割弱の水準であるのに対 し、

国共済は 17.5万 円であり男性 (20.6万 円)の 85.0%の水準、地共済は 18.9万 円で

あり男性 (22.4万円)の 84.4%の水準 と、男女間の差が小さい。これは、国共済や

地共済では、加入期間や 1人当た り標準報酬月額の男女間の差が小さいためと考え

られる。
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(本来支給、特男1支給の平均年金月額 )

老齢・退年相当の平均年金月額について、更に詳細な状況をみる。

老齢・退職年金については、65歳が法律の本則上の支給開始年齢 とされ、経過的

に、60歳以上 65歳未満には特別支給の老齢厚生 (退職共済)年金が支給されてい

る。平成 6年の制度改正により、特別支給の定額部分の支給開始年齢が生年月 日に

応 じて引き上げられたが、平成 13年度以降、その対象者が年金を受給 し始めている

(用語解説の図 3を参照)。 こうした状況を見たのが図表 2-3-8である。

今後の年金の主要部分 と考えられる新法における 65歳以上の本来支給分の平均

年金月額 (老齢基礎年金分を含む)は、平成 20年度末で厚生年金 16.9万 円、国共

済 21,7万 円、地共済 22.5万円、私学共済 22.3万 円となってお り、老齢・退年相当

全体の平均よりも高くなっている。

65歳未満までの新法特別支給分についてみると、63～ 64歳では、厚生年金が 15.7

～15.9万 円、国共済が 20.1～20,9万円、地共済が 20.8～ 21.6万円、私学共済が 18.0

～ 19。 3万円となつてお り、本来支給分 (老齢基礎年金分を含む)よ り若千低い水準

である。

一方、60歳～62歳 については、他の年齢に比べ平均年金月額が低 くなつている。

これは、平成 13年度から定額部分の支給開始年齢が順次引き上げられてお り、平成

20年度中に 60歳に到達する者及び 61歳、62歳 に到達する男性 (共済年金は男性 と

女性 )、 すなわち 20年度末に 60歳～62歳であるこれ らの者について、定額部分の

ない報酬比例部分のみの年金 となつていることによる。なお、これ らの者について

は、定額部分の支給開始年齢に到達 した後は定額部分も含めた年金が支給されるこ

ととなる。
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図表 2-卜8 老齢・退年相当の平均年金月額 (詳細版) 一平成20年度末一

円

男女合計 厚生年金 国共済 地共済 私学共済

老齢相当・退年相当の平均年金月額 117,934

155,766¬

164,784
「 200.860¬

176,538
「 212.228¬

159,289
107 4AR

歳未満
1■52585 96.428 131.751

新  1特 歳

袷 む ]

84,269
「 .… ¬

20,596
,00R,¬ [

32,280

32,751 1

117,680

117.824]

法
61歳

[基聾窪金分袷 む ]

100,895
「 …¬

９

４
[

45,210

46,630]
118,050

[118,218]

軟  1給

歳

笠全選 ―壼―]

102,410

[― ]

25,716

26.164¬ 「

46,476

47.2781
118,408

[118,540]

分

歳

]

156,958

[… ]

200,517

201.0121

207,667

[208,391] 「

79,412

79531 ¬
分

旧法部分

歳 158,693
「 …]

208,547

208.757¬

215,513
「 215.8051

93,012

93061 ¬

161,983 200,082
lA4 1Rl

229,354

152,113

175,796

139,070

男性 厚生年金 国共済 地共済 私学共済

老齢相 当・述年相当の平均年金月額 138,223

178.325

168,966
「 205912

185,008

223675¬
177,916

「 218 177

新 1特

60歳未満
153、 004

60歳

年金分袷 む ]

99,702
「   ]

123,252

[123,612]

137,147

[137,636]
129,289

[ 129,403]

法
61歳 102,046

[…
・

]

127,025

[127,720]

154,456
「 156008¬

129,789
「 129,954]

絵

62方美

[基礎年金分猜 む ]

105,093

[ ]
128,391

「 128861 ¬

157,371

[ 157.217¬ 「
31,147

31.255]

分

分

1日 法部分

63方テ

■_基礎生全分塗 む_]_

180,232

[― ]

207,604

[208,134]

221,591

[222,397] [

95,979

96,110]
64歳 183,656

「  …¬
215,650

「 ,1月 RR7¬
230,654

[ 230,967¬

212,132
「 212.176]

206,156 207,793

166.815

246,142

179950
208,401

150518

女性 厚生年金 国共済 地共済 私学共済

老齢相当・退年相当の平均年金月額 73,616

106489
143,382

175010¬
159,268

188,887

130,357

165,409]

66219 78480 105,664
新 1特 歳 45,427

[… ]

103,097

103_274

122,266

[ 122.701 1

96,628
「 968241

法
31歳

_[=基礎笠金分を含む_]

97,964

[… ]

105,287

[105,620] 「
25,388

26.526¬

96,353

[96,521]

コR I妥合

95,472
「  …¬

108,029

[108,335]

25,973

26643
94,538

「 94713¬

分

95,043 162,672
「 162977]

80,493

81.057¬

49,037

49、 128]
分

旧法部分

歳 93,833 168,470
lAR ARR¬

84,378
84.6271

55,407

55,4471

109,542 173,001

96 151

209,258

119、 906

161,315

130426
注 1「 ]内 は基礎年 金額 の推 計値 を加 算 した平均年 金額 である^なお 、60～ 64歳につ いては 、京額部 分 の支給 開 始年 齢 弓|

げに伴い、老齢基礎年金の一部繰上げをしている者がいる。

注2共済の「新法部分」は、みなし従前額保障樋 用される者枡 いた数値である。
注3共済の「1日法部分」は、

上段が、旧法適用かつ通年方式で算定されている者

下段が、旧法適用かつ一般方式で算定されている者及びみなし従前額保障猫 用される者
についての数値である。
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(平均年金月額の推移 )

老齢基礎年金分を含む平均年金月額の推移をみると (図表 2-3-9)、 被用者年金で

は、平成 20年度の対前年度増減率が、厚生年金 1.5%減、国共済 1.4%減、地共済

1.4%減、私学共済 1.7%減 とな り、各制度で減少 した。

一方、国民年金の平均年金月額 (新法老齢基礎年金 と旧国民年金の老齢年金の平

均)は増加を続けてお り、平成 20年度は対前年度 0.7%の増加で、53,936円 となっ

た。

老齢基礎年金分を含まない平均年金月額をみると、被用者年金では減少傾向が続

いている。                     /

図表 239 平均年金月額の推移

○老齢基礎年金分を含む

―老齢・退年相当―

８

９

１０

Ｈ

ｌ２

‐３

‐４

‐５

‐６

‐７

‐８

‐９

２０

2,7

25
39
2.5

1.7

14
12
0 1

0.5

0.9

05
0.7

0.7

注  厚生年金の平成8年度以前は、旧三共済分は含むが、旧三共済に係る基礎年金

額は含まない。また、平成13年度以前は旧農林年金袷 まない。

年度末 厚生年金 国共済 地共済 私学共済
国 民 年 金

新 法基礎 年金 と

旧法 国民年金

成

７

８

９

１０

Ｈ

ｌ２

‐３

‐４

‐５

‐６

‐７

・８

‐９

２０

平 円

71,478      216,304      232,691      218,302
71,793     216,147     232,008     218,014
72,168      215,781      231,810      217,599
74,906      219,176      234,638      220,922
76,161      220,062      235,604      221,772
75,865      219,605      234,931      221,343
72,795      217,058      232,333      216,495
71,892     216,062     230,953     215,017
69,658     213,447     227,775     212,121
65,446      209,288      223,064      207,096
65,083      209,025      222,659      207,494
62,772      207,965      220,875      206,467
58,104      203,697      215,310      200,803
55,766      200,860      212,228      197,468

円

44,656
45,851
46,982

48,828
50,047

50,918
51,622

52,233

52,261

52,514
52,963

53,202
53,552
53,986

0.2    ∠ゝ 01    ∠ゝ 0.3    ∠ゝ 01
02    ∠ゝ 02    ∠ゝ 0.1    ∠ゝ 02
16       16       1.2       1.5
07      04      0.4      0.4

△ 02    ∠ゝ 0.2    ∠ゝ 0.3    ∠ゝ 0.2

△ 17   △ 12   △ 1.1   △ 2.2

△ 05    ∠ゝ 0.5    ∠ゝ 0.6    ∠ゝ 0.7

△ 13   △ 12   △ 1.4   △ 13
△ 2.5    ∠ヽ 19    ∠ヽ 21    ∠ゝ 24
△ 02    ∠ゝ 01    △ 02      02
△ 1.4    ∠ゝ 05    ∠ゝ 08    ∠ゝ 0.5

△ 29  △ 21  △ 25  △ 27
△ 1.5   △ 14   △ 14   △ 17
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○老齢基礎年金分を含まない

私学共済

平成

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

155,814

153,534

153,578
153,523

152,207

149,564

144,584

142,017

138,832
133,374
131,132

127,147

121,361

117,934

206,265

203,724
200,846

201,242

199,261

196,201

191,367

188,413

184,669
179,067

176,827

174,100

168,702
164,784

221,687
218,158
214,859
215,515
213,615
210,629
206,105
202,839
198,664

192,706
190,441

187,034

180,622

176,538

202,671

199,788

196,547

196,978

195,315

192,790

186,302

183,529

180,122

174,090
172,474

169,826

163,446

159,289

△

　

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

８

９

１０

Ｈ

ｌ２

‐３

‐４

‐５

‐６

‐７

‐８

‐９

２０

△ 12
△  1.4

02
△  1.0
△  1.5
△ 25
△  1.5

△ 20
△  3.0

△ 13
△  1.5

△ 3.1

△ 23

△  1.6

△  15
0.3

△  09
△  1.4
△  2.1
△  16
△  2 1
△  30
△  12
△  18
△  3.4
△  2,3

△  14
△ 16

0.2

△ 08
△  13
△ 34
△  15
△ 19
△  3.3
△ 09
△ 1.5
△ 38
△ 2.5

(平均加入期間

次に、平均

2-3-10)。

平均加入期

以降でみて、

月の増加 とな

一各制度とも伸長、特に国民年金で大きな伸び―)

年金月額 の動向に影響 を与える平均加入期間の動向をみる (図表

間は各制度 とも年々伸長 してきているが、特に国民年金は平成 7年度

平成 7年度の 241ヶ 月から平成 20年度の 342ヶ 月まで、年 6～ 10ケ

つている。

この間、被用者年金は、伸びの大きい厚生年金、私学共済でも、年 2～4ヶ 月程

度の伸びである。なお、国共済 と地共済の加入期間の伸びは、厚生年金などに比ベ

て月ヽ さい。

注  厚生年金の平成13年度以前は旧農林年金袷 まない。
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年度末 厚生年金 国共済 地共済 私学共済
国 民 年 金

新法基礎 年金 と

1日 法 国 民年金

成

７

８

９

‐Ｏ

Ｈ

‐２

‐３

‐４

‐５

‐６

‐７

‐８

・９

２０

平 月

４７

５０

５ ４

５７

６ ０

６ ４

６ ７

７‐

７４

７ ７

８０

８ ２

８ ５

８８

月        月        月

[0          405          353
10          405          355
11          407          357
12          408          360
14          408          362
[3          410          366

[6          410          368

[7         411         371
18         413         374
19         414         376
20          415          378

〕1          416          381

22         418         382
23         419         384

月

４‐

５‐

６０

６８

７６

８４

９２

００

０７

‐４

２２

２９

３６

４２

図表 2-卜10 平均加入期間の推移 一老齢・退年相当―

(平均年金月額の減少要因 )

被用者年金の平均年金月額は、平均加入期間が伸長するものの、最近では減少傾

向を示 していることになるが、その要因として次のことが考えられる。

①給付乗率

・ 給付乗率の小 さい年金が年々加わらてくること

※給付乗率は、昭和 2年 4月 1日 以前生まれの 1000分 の 7.308か ら昭和 21年 4月 2日

以後生まれの者の 1000分の 5.481ま で、生年月 日に応 じて徐々に小 さくなるように

定められている。

②物価スライ ド

・ 平成 15、 16、 18年度の減少にういては、年金の物価スライ ドがそれぞれ 0.9%、

0.3%、 0.3%の引下げであつたこと

0

1

1

2

△ 1

3

1

1

1

1

1

1

1

注  厚生年金の平成13年度以前は旧農林年金袷 まない。
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0平成 8、 9、 12～ 14、 17、 19、 20年度 については、物価スライ ドによる年金改

定がな く、平均年金月額の増加要因 とな らなかったこと

③定額部分の支給開始年齢 の引上げ

・ 平成 13年度の減少については、13年度中に 60歳に到達す る男性 (共済年金は

男性 と女性)から、特別支給の老齢・退職年金の定額部分の支給開始年齢が 61

歳に引き上げ られてお り、13年度末ではそれ らの者 について定額部分のない報

酬比例のみの年金 となつていること

※平成 14、 15年度については、当該年度中に 60歳に到達する男性 (共済年金は男性と

女性)の定額部分の支給開始年齢がそれぞれ 61歳、62歳 となっているが(年度末に
60歳の者 (厚生年金は男性のみ)について定額部分のない年金になっているという状
況は 13年度と同じであり、平均年金月額の減少要因となっていない。

平成 16年度の減少については、16年度中に 61歳に到達す る男性 (共済年金は

男性 と女性)か ら、特別支給の老齢・退職年金の定額部分の支給開始年齢が 62

歳 に引き上げ られてお り、16年度末ではそれ らの者について定額部分のない報

酬比例のみの年金 となっていること (14、 15年度の状況 とは異な り、61歳の

者 (厚生年金は男性のみ)についても新たに定額部分のない年金 になった。)

※平成 17年度及び共済年金各制度の 18年度については、年度末に 60歳 、61歳の者 (厚

生年金は男性のみ)について定額部分のない年金になっているという状況は 16年度
と同じであり、平均年金月額の減少要因となっていない。

厚生年金の平成 18年度の減少については、18年度中に 60歳 に到達す る女性か

ら、特別支給の老齢・退職年金の定額部分の支給開始年齢が 61歳 に引き上げ

られてお り、18年度末ではそれ らの者 について定額部分のない報酬比例のみの

年金 となっていること

平成 19年度の減少については、19年度中に 62歳に到達す る男性 (共済年金は

男性 と女性)か ら、特別支給の老齢 。退職年金の定額部分の支給開始年齢が 63

歳 に引き上げ られてお り、19年度末ではそれ らの者 について定額部分のない報

酬比例のみの年金 となつていること

※平成 20年度については、年度末に60歳～62歳 の者 (厚生年金は男性のみ)について

定額部分のない年金になっているという状況は19年度と同じであり、平均年金月額の

減少要因となっていない。
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4 財政指標の現状及び推移

ここまで財政収支上の各項 目について現状 と推移をみてきたが、財政状況をより的

確に把握するためには、各項 目の動きを総合的に捉える必要がある。例えば、給付費

の動きは、保険料収入や標準報酬総額の動きと併せてみることが必要であろう。

年金数理部会では、従来、財政状況把握の一助 とするため、制度の成熟度を表す年

金扶養比率、総合費用率、独 自給付費用率、収支状況を表す収支比率、積立状況を表

す積立比率の 5つ の財政指標を作成 してきた。また、平成 14年度から、年金扶養比率

を補完する指標 として、年金種別費用率を作成 している。

今回から、収支比率に替えて、「保険料比率」とい う新たな指標を導入 し、分析を行

つている。なお、従来の収支比率についても、参考 として併せて掲載 している。

(1)財政指標の定義及び意味

〇年金扶養比率

年金扶養比率は、「被保険者数」の「老齢・退年相当の老齢 。退職年金受給権者数」

に対する比であ り、 1人の老齢・退年相当の受給権者を何人の被保険者で支えてい

るかを表す指標である。

年金扶養比率= 年度末被保険者数

年度末老齢・退職年金受給権者数 (老齢・退年相当)

年金扶養比率が高いとい うことは、 1人の老齢・退年相当の受給権者を支える被

保険者数が多いことを意味する。

一般に、年金扶養比率は、年金制度の発足後 しばらくは高く、やがて次第に低 く

なってくるとい う経過を辿る。最初の うちは、加入期間が長 くて老齢 。退年相当の

扱いを受ける受給権者が被保険者に比べて少ないが、やがて時間が経つに連れ、加

入期間の長い受給権者が相対的に増えてくる (溜まって くる)か らである。この現

象を年金制度の成熟化 とい うが、年金扶養比率は、制度の成熟状況を人数ベースで

表すものである。

また、賦課方式の考え方をとる年金制度にあつては、一般に、年金扶養比率が低

いことは被保険者の負担が大きいことを、年金扶養比率が高いことは被保険者の負

担が小 さいことを意味する。
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○総合費用率

総合費用率は、支出額の うち自前で財源を用意 しなければならない分である 「実

質的な支出一国庫 。公経済負担」を、標準報酬総額に対する百分比 として捉えた指

標である。

総合費用率=実質的な支出一国庫・公経済負担
×100

標準報酬総額

ここで、実質的な支出とは、給付費、基礎年金拠出金などの支出項 目の合計から、

給付費の一部に充てられる基礎年金交付金、追加費用などの収入項 目を控除して得

られる額である注
。「実質的な支出一国庫 。公経済負担」は、保険料 。積立金・運用

収入で賄 う必要のある支出額、言い換えると、制度が自前で財源を用意 しなくては

ならない支出額である。

注 具体的な算式は用語解説「実質的な支出」の項を参照のこと。

総合費用率は、自前で財源を用意 しなければならない費用の水準を標準報酬総額

に対する比で捉えたもので、年金財政を把握する上で基本的なものである。

また、総合費用率は、年金扶養比率の被保険者数を被保険者の標準報酬総額に、

受給権者数を 「実質的な支出一国庫・公経済負担」に置き換えたものとみれば、制

度の成熟状況を金額ベースで表 したものと言える (ただし年金扶養比率 とは逆に、

制度の成熟 と共に上昇する。)。

さらに総合費用率は、完全な賦課方式 (積立金及びその運用収入がない)で財政

運営を行 う場合の保険料率に相当する。 この意味で、総合費用率のことを純賦課保

険料率 とい うこともある。総合費用率 と保険料率を比較すると、一般に、総合費用

率が保険料率より低い場合には、保険料で当年度の費用を賄えていることを示 して

いる。一方、高い場合には、保険料を全て充てても不足する分について運用収入を

充て、さらに不足する分がある場合には、積立金の取崩 し等、他の方法も用いて賄

つていることを示 している。

なお、平成 15年度より、保険料の賦課が「標準報酬月額ベース」から「総報酬ベ

ース」に変更されている。このため、本稿では、特に断 らない限 り、平成 14年度ま

では「標準報酬月額ベース」、平成 15年度以降は 「総報酬ベース」 とした (独 自給

付費用率、基礎年金費用率、年金種別費用率も同様 )。 また、自営業者等を対象 とす

る国民年金については、報酬概念がないことから総合費用率は作成 されない。
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○独自給付費用率、基礎年金費用率

総合費用率の計算式における分子 「実質的な支出一国庫・公経済負担」を、基礎

年金以外に関する支出 (以下、独 自給付に関する支出とい う)と 基礎年金に関する

支出に分けて考えてみる。

独 自給付に関する支出=実質的な支出一国庫・公経済負担

一基礎年金拠出金 (国庫・公経済負担分除く)注

基礎年金に関する支出=基礎年金拠出金 (国庫 。公経済負担分除く)注

注 基礎年金拠出金 (国庫・公経済負担分除く)と しているのは、国庫 。公経済負担の中に基礎年金拠出

金に係る国庫 。公経済負担分が含まれているからである。

これ らを、標準報酬総額 に対す る百分比 として捉 えた指標 を、それぞれ独 自給付

費用率、基礎年金費用率 とい う。

独 自給イ寸費用率 =実

質的な支出一国庫。公経済負担―基礎年金拠出金
娼 量ふχ7つ

×100
標準報酬総額

基礎年金費用率=基礎年金拠出金 (国庫 。公経済負担分除 く)
×100

標準報酬総額

これ らは、自前で用意 しなければならない費用の うち、独 自給付にかかる費用、

基礎年金にかかる費用を、標準報酬総額に対する比で捉えたものである。

なお、定義 より

総合費用率=独 自給付費用率+基礎年金費用率

が成 り立つ。

○保険料比率

保険料比率は、支出額の うち自前で財源を用意 しなければならない分のどの程度

を保険料収入だけで賄えるかを示 した指標であり、保険料収入の 「実質的な支出一

国庫・公経済負担」に対する百分比である。

保険料ルヒ率 =                    ×100
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保険料比率が 100%以上なら、自前で財源を用意 しなければならない分を保険料

収入だけで賄えているが、100%未満になると、運用収入等、他の収入で賄わなけれ

ばならない状況にある。

○収支比率

収支比率は、支出額の うち自前で財源を用意 しなければならない分である「実質

的な支出一国庫 。公経済負担」を 「保険料収入十運用収入」に対する百分比で捉え

た指標である。

収支比率= 実質的な支出一国庫・公経済負担
×100

保険料収入十運用収入

収支比率が 100%以下なら、自前で財源を用意 しなければならない分を保険料収

入 と運用収入で賄えているが、100%を超えると、積立金の取崩 し等、他の方法が必

要な状況にある。

○積立比率

積立比率は、積立金が、支出額の うち自前で財源を用意 しなければならない分の

何年分に相当するかを表す指標であり、前年度末積立金の当該年度の 「実質的な支

出一国庫・公経済負担」に対する比である。

積立比率= 前年度末積立金

実質的な支出T国庫 。公経済負担

なお、積立比率に似た概念 として、積立度合がある。積立度合は、前年度末に保

有する積立金が、国庫・公経済負担や追加費用を含めた実質的な支出総額 (=実質

的な支出十追加費用)の何年分に相当しているかを表す指標であり、前年度末に保

有する積立金が、実質的な支出の うち、保険料拠出によつて賄 う部分 (国庫・公経

済負担を除いた部分)の何年分に相当しているかを表す積立比率 とは異なる。

前年度末積立金

実質的な支出+追カロ費用

(積立比率の分子 )

(積立比率の分母)十 国庫・公経済負担十追加費用

積立度合=
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積立比率は、積立金の水準を負担面から見る指標であるのに対 し、積立度合は、

積立金の水準を給付面から見る指標であると言える。本稿では、財政状況をみると

い う観点から、「法律によつて手当てされることが定められている国庫・公経済負担

や追加費用の影響を除き、その制度が自前で財源を調達 している費用 と比べて、ど

の程度積立金をもつているか」を示す積立比率で分析を行つている。

〇年金種別費用率

前述の年金扶養比率は、人数を基準として成熟の度合を示す指標であり、その分

子には 「老齢・退年相当の受給権者数」を用いている。 しかしながら、年金制度に

は、他にも通老・通退相当や遺族年金、障害年金があり、それ らを受給 している人

数は年金扶養比率には反映されていない。このため、年金扶養比率を補完する指標

として、次の年金種別費用率 (老齢費用率、障害費用率、遺族費用率)を作成 し、

年金扶養比率をみる際にあわせて評価 している。

老齢費用率=
「実質的な支出一国庫・公経済負担」の うち老齢給付に相当する額

×100

障害費用率=

標準報酬総額

「実質的な支出一国庫・公経済負担」の うち障害給付に相当する額
×100

遺族費用率=

標準報酬総額

「実質的な支出一国庫・公経済負担」の うち遺族給付に相当する額
×100

標準報酬総額

注  「実質的な支出一国庫 。公経済負担」のうち拠出金に相当する分については、老齢給付に

相当する額、障害給付に相当する額、遺族給付に相当する額のいずれにも含まれない。

年金種別費用率は、支出額のうち自前で財源を用意しなければならない分である

「実質的な支出一国庫・公経済負担」のうち、各年金種別の給付 (老齢給付、障害

給付、遺族給付)に相当する額を、標準報酬総額に対する百分比として捉えた指標

である。

なお、総合費用率と年金種別費用率には、以下のような関係がある。

総合費用率

=老齢費用率 十 障害費用率 十 遺族費用率 +その他 (拠出金)の費用率
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(2)年金扶養比率 ―高い私学共済、低い国共済、地共済。各制度とも低下一

平成 20年度末の年金扶養比率は、私学共済が 4.49で最も高 く、次いで厚生年金

2.60、 地共済 1.69、 国共済 1.58の順 となつている。また、国民年金については、

分子に第 1～ 3号被保険者数、分母に老齢基礎年金等受給権者数を用いて算出する

と2.55で ある (図表 2-牛 1)。

年金扶養比率の高い私学共済は、成熟が厚生年金などに比べて進んでいない制度、

逆に年金扶養比率の低い国共済、地共済は成熟が進んでいる制度 といえる。

図表 歩牛1 年金扶養比率 ―平成 20年度末―

区分 国民年金

被保険者数

老齢・退年相 当

年金扶養比率

千 人

34,445

13,236

2.60

千 人

1,053

668

千 人

2,946

1,746

1.69

千 人    千 人

472.0     68,530

105.0     26,904

4.49 2.55

注 1 国民年金については、分子を第 1～ 3号被保険者数、分母を老齢基礎年金等受給権者数と

して算出した。

注 2 保険に係る年金扶養比率は、国共済が1.92、 地共済が2.05で ある。
なお、保険に係る年金扶養比率とは、制度発足前の恩給公務員期間等を引き継いだことに

よる影響を除いて保険制度としての年金扶養比率をみるため、年金扶養比率を、支出額か

ら追加費用を控除した額の支出額に対する割合で除した換算値である。

一般に年金扶養比率が低いことは、賦課方式の制度にあつては被保険者の負担が

大きいことを意味する。国共済と地共済の年金扶養比率が低いのは、制度発足前の

恩給公務員期間等が加入期間とみなされるため、年金扶養比率の分母が多くなって

いることが一因と思われる。 しかし、国共済 と地共済の場合、制度発足前の恩給公

務員期間等に係る分が全額事業主 (国又は地方公共団体等)負担であって、保険料

負担 となっていないことから、他制度に比べて負担が大きいとは必ず しもいえない。

年金扶養比率の推移をみると (図表 2-4-2)、 各制度 とも一貫 して低下してきてい

る。特に私学共済で低下幅が大きく、毎年度 0.2ポイン ト以上低下する状況であつ

た。平成 17、 18年度は低下幅が小さかつたが、19、 20年度は 0.2ポイン ト前後低

下 している。厚生年金 も比較的低下幅が大きく、毎年度概ね 0.2ポイン ト前後低下

している状況であつた。平成 16年度以降は被保険者数が増加 した影響で、0.1ポイ

ン ト以下の低下に留まつていたが、20年度は 0.14ポイン トの低下であつた。一方、

国共済や地共済では、毎年度 0.1ポイン ト以下の低下となつてお り、低下幅が小 さ

い。
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図表 24-2 年金扶養比率の推移

年度末 国民年金

平 成

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4.98

4.76

4.28

4.01

3.79

3.57

3.33

3.17

3.00

2.91

2.87

2.82

2.74

2.60

1.99

1.97

1.95

1.92

1.91

1.89

1.85

1.81

1.76

1.73

1.71

1.68

1.62

1.58

2.64

2.59

2.52

2.45

2.40

2.32

2.24

2.16

2.09

2.00

1.95

1.89

1.79

1.69

8.15

7.47

7.06

6.70

6.36

5.98

5.65

5.60

5.34

5.14

5.02

4.88

4.67

4.49

4.15

4.00

3.83

3.69

3.57

3.43

3.29

3.16

3.05

2.96

2.87

2.77

2.67

2.55

∠ゝ  0.22

△  0.48

△  0.27

△  0.23

△  0.21

△  0.24

△  0.16

∠ゝ  0.16

△  0 10

△  0.04

△  0.05

∠ゝ  0.08

∠ゝ  0.14

∠ゝ  0.02

∠ゝ  0.02

∠ゝ  0.03

∠ゝ  0.01

∠ゝ  0.02

△  0.04

△ 0.04

∠ゝ  0.05

∠ゝ  0.03

∠ゝ  0.02

∠ゝ  0.02

∠ゝ  0.06

△  0.04

△  0.05

△  0.07

△  0.07

△  0 05

∠ゝ  0.07

△  0.09

△  0.07

△  0.08

△  0.08

△  0.06

△  0.06

△  0.10

△  0.10

∠ゝ  0.67   ∠ヽ  0.15

△ 0.41 △ 0.17

∠ゝ  0.37   ∠X O.13

△  0.34   ∠ゝ  0.12

∠ゝ  0.37   ∠ゝ  0.14

∠ゝ  0.33   zゝ  0.13

∠ゝ  0.05   ∠ヽ  0.13

△  0.26   ∠ゝ  0.11

∠ゝ  0.21   ∠ゝ  0.09

∠ゝ  0.12   ∠X O.09

△ 0.14 △ 0.10

△  0.21   △  0.10

∠ゝ  0.18   ∠ゝ  0.12

注 国民年金については、分子を第 1～ 3号被保険者数、分母を

老齢基礎年金等受給権者数 として算出 した。
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平成 20年度の年金種別費用率をみると (図表 2-43、 2-4-4)、 厚生年金の老齢費

用率、障害費用率、遺族費用率は、それぞれ 10.0%、 0.1%、 2.7%、 国共済は 12.7%、

0.1%、 3.0%、 地共済は 12.5%、 0.1%、 2.4%、 私学共済は 7.2%、 0.1%、 1.3%

となつている。

区分 私学共済

老齢費用率

障害費用率

遺族費用率

(参 考 :総合費用率 )

%
12.7

0.1

3.0

19.9

―平成 20年度―

障害費用率  遺族

%     %
12.5    7.2
0.1     0,1
2.4     1.3
19.2      12.7

%
10.0

0.1

2.7

18.2

図表ル4-4 年金種別費用率

/
厚生年金

国 共 済

地 共 済

私学共済

各制度の年金種別費用率の推移は、図表 2-45の とおりである。

また、年金種別費用率の総合費用率に対する構成割合の推移をみたものが、図表

2-牛6である。老齢費用率の構成割合をみると、厚生年金で減少する傾向がみられ

る。なお、総合費用率は、老齢費用率、障害費用率、遺族費用率、その他 (拠出金)

の費用率に分解されるため、年金種別費用率の構成割合は、その他の費用率の影響

を受けることに留意する必要がある6

図表 2-4-3 年金種別費用率  ―平成20年度―

注  厚生年金は決算ベースであ り、厚生年金基金による代行分 を含まない。
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図表 2-4-5 年金種別費用率の推移

年度
厚生年金 国共済

老齢費用率 1障害費用率 1遺族費用率 老齢費用率 1障害費用率 遺族費用率

平成 % % %
〈11.5〉      く0.2〉       く28〉

% % %
く14.5〉      〈0.1〉       〈2.9〉

15

16

17

18

19

20

0.0      02      2.4
2.0〉      く02〉       〈2.9〉

0.3         0.2          2 5

2.3〉      く02〉       く3.0〉

0.2         0 2          2.5

2.2〉      〈0.2〉       〈3.0〉

0.1       0.2       2.6
2.1〉      〈0.2〉       く3.1〉

).9       0.1       2.6
1.9〉      〈02〉       〈3 1〉

0.0      0.1       2.7
1.9〉      〈0.2〉       〈3.2〉

11.3      0.1       2.3
〈15.1〉      く0.2〉       く3.1〉

108       0.1       22
〈14.5〉      〈0.1〉       〈3.0〉

10.5        0.1        2.2
(14.0〉      く0.1〉       〈3.0〉

11.1    01     2.5
〈14.9〉      〈0.2〉       〈3.3〉

119      01       2.6
く15.9〉      〈02〉       〈35〉

12.7      0.1       3.0
〈16.9〉      〈02〉       く40〉

年度
地共済 私学共済

老齢費用率 1障害費用率 1遺族費用率 老齢費用率 1障害費用率 遺族費用率

平 % % %
〈11.6〉      〈0.1〉       〈1.8〉

% % %
〈8.3〉       〈0.1〉       く1.4〉

15

16

17

18

19

20

96     0
〈12.7〉      〈0.

10.0       0
〈133〉      〈0

10.4       0.
〈13.9〉      〈0.

11.0    0
く14.6〉      〈0.

11.5        0.

く154〉     く0.

12.5       0
〈16.8〉      く0

〉

1.5

〈2.0〉

1.6

〈2.1〉

18
〈24〉

2.0

〈2.6〉

2.1

〈2.8〉

2.4

〈3 2〉

〉

〉

〉

〉

〉

63     0.1     1.1
〈8.5〉       〈0 1〉       〈1.5〉

6.5     0.1     1.1
〈88〉       〈0.1〉       〈1.5〉

6.7          0.1          1 2

く89〉       く0.1〉       〈1.6〉

6.9          0.1          1.2

〈9.2〉       く0.1〉       〈1.6〉

71     0.1     12
く9.3〉       〈0.1〉       く1.6〉

7.2          0.1          1.3

〈9.4〉       〈0.1〉       〈1.7〉

注1 平成 15年度以降は「総報酬ベース」の数値である。また、〈〉内は「標準報酬月額ベース」の数
値である。

注2 厚生年金は決算ベースであり、厚生年金基金による代行分袷 まない。

注 厚生年金は決算ベースであり、厚生年金基金による代行分猜 まない。
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図表 歩46 年金種別費用率の総合費用率に対する構成割合の推移

年 度
厚生年金 国共済

老齢費用率 障害費用率 遺族費用率 老齢費用率 障害費用率 遺族費用率

平成
14

15

16

17

18

19

20

%      %
58.1        1.0

58.0        0.9

57.7        09
57.3       0.9
56.5        0.8

55.5        08
54.9        0.8

%
39
3.8

40
4.2

4.4

4.6

46

% % %
654       0.7       13.0
649       0.7       131
63.1       0.6       13.0
626       06        13.4
63.3       0.6       140
63.6       0.6       14.1
63.5       0.6       15.2

年 度
地共済 私学共済

老齢費用率 障害費用率 遺族費用率 老齢費用率 障害費用率 遺族費用率

14

15

16

17

18

19

20

平 % % %
663       0.7       104
66.7       0.7       10.5
64.6        07        10.4
64 1        0.7        11.1

65.2        0.7        11.6

65.5        07        11.9
65.4       0.7       12.4

% % %
58 1       06       10.2
56.1       06       9.8
566       06        9.9
56.8       0.6       100
57.3       06       101
570       0.6       100
56.2       0.6       10.2
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(3)総合費用率

平成 20年度の総合費用率は、国共済が最も高く 19,9%、 次いで地共済 19.2%、

厚生年金 18.2%、 私学共済 12.7%の 順 となっている (図表 24-7)。

年度 私学共済

平 成

7

8

9

10

11

12

13

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

く13 7〉

〈14 6〉

く15 1〉

〈16 3〉

〈17 0〉

〈17.9〉

〈18.8〉

く18 7〉

〈19 2〉

〈19 1〉

〈19 5〉

〈20 3〉

〈20 9〉

〈21.5〉

〈13.2〉

〈13.1〉

〈13.5〉

〈14.5〉

〈15 4〉

〈16 1〉

く16 7〉

〈10 8〉

〈11.2〉

〈11 8〉

〈12.5〉

〈13.1〉

〈13 8〉

〈14.3〉

〈19 8〉        〈22 1〉         〈17.5〉         〈14.2〉

く20 7〉

17.4

く23 3〉

144
〈19 1〉 〈15 2〉

〈15 5〉〈21 3〉

17 8

〈21.4〉

〈23 0〉

167
〈22.4〉

176
〈23 5〉

18.7

〈25 1〉

19 9

〈26 6〉

〈20 6〉

162
く21 6〉

16 8

〈22 4〉

176
〈23.5〉

19. 2

〈25 6〉

〈15,7〉

12 0

〈16 0〉〈21 4〉

〈21.4〉

〈21.7〉

〈16.4〉

〈16.8〉

く0.5〉

〈△ 0.1〉

〈0.3〉

〈09〉

く0.6〉

〈0.6〉

〈0 6〉

〈△ 0 1〉

く0,4〉

〈1.1〉

〈0 8〉

く0 8〉

〈0 6〉

〈0 8〉

く0 4〉

く0.7〉

〈0 7〉

〈0 6〉

く0 7〉

〈0 5〉

く△ 01〉

〈0.9〉

05
く0 7〉

0.0

〈0 0〉

0,0

く0 1〉

△ 00
〈∠ヽ 0 0〉

03
〈0 3〉

く1 2〉

△ 02
くzヽ 0 3〉

△ 04
〈∠ゝ 0.6〉

0.9

〈1.1〉

12
〈1 5〉

12
〈1.5〉

〈1 6〉

1 1

く1 5〉

08
〈1.0〉

0.6

〈0 8〉

08
〈1.2〉

15
〈2.1〉

く1.0〉

03
〈0 3〉

02
〈0.3〉

02
〈0 2〉

0.4

〈0.4〉

04
く0 4〉

注 1 く〉は標準報酬月額ベースである。

注 2厚 生年金 は決算ベースであ り、厚生年金基金による

代行分を含まない。図表2-4-9参 照。

図表 2-4-7 総合費用率の推移

く0 9〉

く0.5〉

く1 2〉

〈0 6〉

〈0 9〉

〈0 9〉
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なお、平成 15年度から総報酬制が導入 され、「報酬」の中に賞与も含まれるよう

になつたため、標準報酬総額が使われる総合費用率、独 自給付費用率等は、平成 15

年度前 と以後 とでは接続 しないことに留意する必要がある。本稿では、過去との比

較のため、参考として平成 15年度以降の標準報酬月額ベースでの率も併記 している。

総合費用率の推移をみると、国共済、地共済、私学共済では概ね上昇傾向にある。

一方、厚生年金は近年横ばいとなつていたが、20年度には上昇 した。

制度別に詳 しくみると、厚生年金の総合費用率は、標準報酬月額ベースで平成 7

年度の 13.7%か ら平成 16年度の 21.3%(総報酬ベースでは 17.8%)ま で、9年間

で 7.6ポイン トと大きく上昇 した後、横ばいの状況が続いていたが、20年度には 0.3

ポイン ト上昇 した。また、私学共済では、被保険者の適用拡大の影響で標準報酬総

額が大きく伸びた平成 14年度を除き、上昇傾向が続いている。
・

国共済の総合費用率は、平成 15年度まで上昇傾向にあり高い水準で推移 してきた

が、平成 16年度、17年度 と2年連続で低下 し、18年度以降は再び上昇 している。

この 2年連続の低下の要因は、平成 16年度か ら国共済 と地共済の財政単位の一元化

に伴 う財政調整拠出金制度が導入 され、地共済から国共済へ財政調整拠出金が拠出

されている (16年度は 1年度分の 2分の 1に相当する額、17年度以降は 1年度分 )

ことにある。 この財政調整拠出金により国共済の実質的な支出の規模が縮小 し、総

合費用率が低 く抑えられてお り、財政調整の影響を除けば上昇傾向が続いていると

考えられる。一方、地共済の総合費用率は、財政調整拠出金の拠出により若干高め

になつているほか、ここ数年標準報酬総額の減少幅が大きくなってお り、総合費用

率の上昇に寄与している。また、平成 20年度は、国共済と地共済の総合費用率が大

きく上昇 しているが、当時提出されていた被用者年金一元化法案に従つて追加費用

が削減 されることを前提に予算が組まれたため、20年度の追加費用が大きく減少 し

ていることが影響 している。

前述のように、総合費用率は、完全な賦課方式 (積立金及びその運用収入がない)

で財政運営を行 う場合の保険料率に相当する。

総合費用率 と保険料率の推移をみると (図表 ル4-8)、 平成 20年度では各制度 と

も総合費用率が保険料率より高い状況であり、当年度の費用を賄 うのに、保険料に

加え運用収入等を充てている状況である。なお、厚生年金の総合費用率は決算ベー

スであり、厚生年金基金による代行分を含んでいないことに留意する必要がある。
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図表 ル48 総合費用率と保険料率の推移

年 度
厚生年金 国共済 地共済 私学共済

総合費用率 保険料率 総合費用率 保険料率 総合費用率 保険料率 総合費用率 保険料率

成

７

８

９

‐Ｏ

Ｈ

‐２

‐３

平 ％

＞

＞

＞

＞

≫

＞

＞

≫

く13

〈14

〈15

〈16

く17

〈17

〈18

(19

%
165
17 35

17 35

17 35

17.35

17 35

17 35

17 RR

%
く18.7〉

〈19.2〉

〈19.1〉

〈19 5〉

〈20 3〉

〈20.9〉

く21.5〉

〈22.1〉

%
17 44

18 39

18.39

18 39

18 39

18.39

18 39

18 39

%
く13.2〉

〈13 1〉

〈13.5〉

〈14.5〉

く15.4〉

〈16 1〉

〈16.7〉

く17.5〉

%
5.84

6 56

6 56

6 56

6 56

6 56

6.56

6 56

%
0 8〉

1 2〉

1.8〉

2.5〉

3 1〉

3.8〉

4.3〉

4 2〉

%
128
12.8

13.3

13 3

133
13. 3

133
13 3

15

16

17

18

19

20

17.3

17.8

17.8

17.9

17.9

18、 2

13.58

13 934

14.288

14 642

14 996

15 350

7.4

7 1

6.7

7.6

87
9.9

14

14

14

14

14

15

14. 4

154
16.2

16 8

17.6

19.2

2.96

3 384

3.738

4 092

4.446

4.800

13
15
18
20
24
27

10.46

10.46

10 814

11.168

11 522

11 876

１

２

３

　

　

４

注

注

注

　

注

総合費用率欄の〈〉は標準報酬月額ベースである。
厚生年金の総合費用率は決算ベースであり、厚生年金基金による代行分を含まない。

保険料率は、平成14年度以前は標準報酬月額ベース、平成15年度以降は総報酬ベースの数値であり、本人負担分の2倍
を掲げた。また、年度の途中で保険料率が引き上げられた場合には、引上げ後の保険料率を掲げた。

厚生年金の被保険者のうち、坑内員及び船員の保険料率、日本鉄道、日本電信電話及び日本たばこ産業の各旧共済組合
の適用法人及び指定法人であつた適用事業所に使用される被保険者に係る保険料率、農林漁業団体等の適用事業所に使
用される被保険者に係る保険料率については、図表215に掲げる率である。

(厚生年金相当部分に係る総合費用率 )

共済年金には、厚生年金にない 「職域部分」があるため、制度間で総合費用率を

比較する際には、同じ給付条件にした場合で比較することも必要である。このため、

各共済について、職域部分を除いた 「厚生年金相当部分」に係 る総合費用率をみる

と (図表 2-4-9)、 平成 20年度では、厚生年金 (実績推計)の 19.0%に比べ、国共

済は 0.9ポイン ト、地共済は 1.5ポイン ト、私学共済は 7.2ポイン トそれぞれ低 く

なっている。これは、国共済、地共済については、厚生年金に比べ 1人当た り標準

報酬額が高いことが、私学共済については、厚生年金に比べ年金扶養比率が高い (換

言すると、成熟が進んでいない)こ となどが要因であると考えられる。
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図表 ル4-9 厚生年金相当部分に係る総合費用率の推移

年度

国共済 地共済 私学共済 厚生年金

実績
(推計 )

実績

(推計 )

実績
(推計 )

実 績
実績
推計

平 成

10

11

12

13

14

%
〈18.5〉

〈19.0〉

〈19.2〉

く19.8〉

〈20.5〉

%
〈13.5〉

〈14.2〉

〈15.0〉

〈15.5〉

〈16.3〉

%
〈12.3〉

〈12.8〉

〈13.4〉

〈13.7〉

〈13.4〉

%      %
〈16.3〉

〈17.0〉

〈17.9〉       〈18.5〉

〈18.8〉       く19.6〉

〈19.8〉       〈20.7〉

15

16

17

18

19

20

16.2

く21.7〉

15.9

〈21.4〉

15.5

〈20.8〉

16.5

〈22.0〉

17.5

〈23.4〉

18. 1

〈24.2〉

13.3

〈17.7〉

14.2

〈18.9〉

14.9

〈19,8〉

15.3

〈20.4〉

16.0

〈21.3〉

17.5

〈23.4〉

10.5

〈14.2〉

10.7

〈14.4〉

11.0

〈14.7〉

11.2

〈14.9〉

11.5

〈15.2〉

11.8

〈15.6〉

17.3         18.1

〈20.7〉       く21.7〉

17.8        18.6

〈21.3〉        〈22.3〉

17.8         18.7

〈21.4〉        〈22.4〉

17.9        18.6

〈21.4〉        〈22.3〉

17.9         18.6

〈21.4〉        〈22.2〉

18.2        19.0

〈21.7〉        〈22 7〉

注 1 厚生年金 の実績推計 については、用語解説 「厚生年金の実績推計」の項 を参照のこと。

注 2 く〉は標準報酬月額ベー スの値である。

注 31こ こでは、①職域部分を除いた給付費として、1日 法 (昭和60年改正前)共 済年金について

は一定割合を乗じることによって算出した額を、新法共済年金については年度末の決定

年金額を用い、②国庫負担、追加費用は給付費按分で推計した額を用いて算出している。

(4)独自給付費用率、基礎年金費用率

平成 20年度の独自給付費用率は、厚生年金が 12.8%、 国共済が 15.8%、 地共済

15.5%と 10%を超える率 となっている一方で、私学共済は 8.8%と 低 くなってい

(図表 ル4■ 10)。

独 自給付費用率の推移をみると、近年では、厚生年金が横ばい、地共済、私学共

済が上昇傾向となつている。国共済は、平成 16年度 と 17年度に財政調整拠出金制

度の導入の影響で低下 したが、その影響を除 くと概ね上昇傾向にある。対前年度増

減差をみると、平成 20年度は、厚生年金が 0.1ポイン ト、国共済が 1.1ポイン ト、

地共済が 1.4ポイン ト、私学共済が 0.2ポイン トの上昇 となつている。国共済と地

共済の上昇幅が大きいが、追加費用の減少が影響 している他、地共済では標準報酬

総額の減少も寄与 している。

が

　
る
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図表 2-4-10 独自給付費用率の推移

年 度

平 成

7

8

9

10

11

12

13

8

9

10

11

12

13

私学共済

%
〈9 9〉

〈10.6〉

〈11.1〉

〈12 0〉

〈12.2〉

〈13.0〉

〈13.7〉

〈14.4〉

%
〈15.2〉

く15 6〉

〈15.5〉

く15.5〉

〈16 2〉

〈16 6〉

〈17 1〉

〈17.5〉

%
〈10 3〉

〈10.1〉

〈10.4〉

〈11 3〉

〈11.9〉

〈12.5〉

〈13.0〉

〈13 7〉

12. 6

く15,1〉

12.9

く15.5〉

12.9

く15 5〉

12.8

く15 4〉

127
〈15 2〉

12.8

く15 2〉

137
〈18.4〉

132
〈17.7〉

12.9

〈17.2〉

13 7

〈18.4〉

14. 7

く19.7〉

15.8

〈21. 1〉

11.3

く15.0〉

12.1

く16.2〉

13.0

〈17 3〉

13.5

〈18 0〉

14 2

〈18 9〉

15 5

〈20.7〉

80
〈lo 9〉

8.0

〈10.7〉

82
く11.0〉

85
く11.3〉

86
〈11.4〉

88
〈11.6〉

14

15

〈0 7〉

〈0 5〉

〈0.9〉

〈0 3〉

〈0.7〉

〈0.8〉

〈0,7〉

〈0.6〉

0.4

〈0 4〉

△ 00
〈∠基0.0〉

△ 0.1

〈∠ゝ 0 1〉

△ 0.1

〈∠ゝ 0.2〉

0.1

〈0 1〉

く0.4〉

く∠ゝ 0 2〉

〈0 1〉

〈0.6〉

〈0.4〉

く0.6〉

〈0 4〉

〈0.9〉

△ 05
〈∠基0 7〉

△ 03
〈∠ヽ 0.5〉

0.9

〈1 1〉

10
〈1 3〉

1.1

〈1 4〉

〈∠ゝ 0 2〉

〈0.3〉

〈0 9〉

く0.6〉

〈0 5〉

く0 5〉

〈0 7〉

く0.3〉

く0.6〉

く0.5〉

〈0 4〉

く0 4〉

〈0 4〉

〈△ 0 0〉

〈0 8〉

△ 0.0

〈△ 0.1〉

0.2

く0 3〉

02
〈0 3〉

02
〈0 2〉

02
〈0 2〉

〈1 3〉

08
〈1 2〉

0.9

〈1.1〉

0.6

〈0 8〉

06
〈0 9〉

14
〈1.8〉

17

注 1〈 〉は標準報酬月額ベースである。

注 2厚 生年金は決算ベースであり、厚生年金基金による
代行分を含まない。

%
く7.5〉

く7 8〉

く8.4〉

く8.9〉

く9.3〉

く9 7〉

く10.1〉
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基礎年金費用率は、厚生年金が最も高 く 5,4%、 次いで国共済 4.1%、 私学共済

3.9%、 地共済 3,7%の順 となっている (図表 2-■ 11)。 基礎年金費用率が制度間で

このように異なるのは、 1人当た り標準報酬額や第 2号・第 3号被保険者の比率が

制度間で異なることによる。

平成 19年度 と比べると、各制度 とも0.1～ 0.2ポイン ト上昇 している。

年 度 私学共済

平 成

7

8

9

10

11

12

13

14

8

9

10

11

12

13

%
〈3 8〉

く4 0〉

く4.0〉

〈4 4〉

く4.7〉

〈4.9〉

〈5.0〉

〈5 3〉

%
く3.5〉

〈3 6〉

〈3.7〉

〈3 9〉

く4、 1〉

く4 3〉

く4.4〉

〈4 6〉

%
〈2 9〉

〈3.0〉

〈3.1〉

〈3 2〉

く3.4〉

〈3.7〉

〈3.7〉

〈3 8〉

%
〈3.3〉

〈3 4〉

〈3 4〉

〈3 6〉

く3.8〉

〈4 1〉

〈4.2〉

〈4 2〉

4.7

く5 6〉

4.9

く5 8〉

49
く5.9〉

5 1

〈6 1〉

52
〈6.2〉

54
〈6 5〉

3.7

く4,9〉

39
〈5 3〉

3.9

〈5.2〉

38
〈5.1〉

40
く5.4〉

41
〈5 5〉

〈0.1〉

〈0 1〉

〈0.3〉

〈0.2〉

〈0 2〉

く0,1〉

〈0 2〉

31
く4 1〉

33
く4 4〉

33
く4.4〉

33
く4.4〉

35
く4.6〉

37
く4.9〉

32
く4.4〉

35
〈4.8〉

36
〈4.8〉

36
〈4.7〉

3.7

〈4.9〉

39
〈5.2〉

〈0 1〉

く0.0〉

〈0.3〉

〈0 4〉

〈0 2〉

〈0.1〉

〈0.1〉

〈0.1〉

〈0 2〉

〈0.2〉

〈0 2〉

〈0.1〉

〈0.1〉

〈0 1〉

〈0 2〉

〈0.2〉

〈0.3〉

く0 1〉

〈0 3〉 〈0 1〉      〈△ 0.1〉

〈0.3〉

02
〈0 2〉

0.0

〈0 0〉

0 1

く0 2〉

01
〈0.1〉

0.2

〈0.2〉

〈0 3〉

03
く0.4〉

△ 0.1

〈z■ 0 1〉

△ 00
〈∠ヽ 0.0〉

0.2

〈0 2〉

01
く0.1〉

〈0.3〉

0.2

く0 3〉

△ 0.0

〈△ 0.1〉

00
〈0 0〉

0.2

〈0.3〉

02
〈0 3〉

〈0.2〉

03
〈0.4〉

0.0

〈∠蟹0 0〉

△ 00
〈∠10 0〉

02
〈0 2〉

02
〈0.2〉

注 〈〉は標準報酬 月額ベースで ある。

図表 2牛11 基礎年金費用率の推移
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(5)保険料比率及び収支比率

平成 20年度の保険料比率は、私学共済が最も高 く93.1%、 次いで厚生年金 79.8%、

地共済 75.7%、 国共済 75.0%、 国民年金 (国民年金勘定)74.1%の順である (図表

ル4-12)。 すべての制度で、実質的な支出の うち自前で財源を用意 しなければならな

い部分が保険料収入より多 くなってお り、運用収入や積立金の取崩 し等により財源

を賄っている状況である。

保険料比率の推移をみると、近年では、厚生年金 と私学共済が上昇傾向、その他

の制度で低下傾向にある。

また、収支比率の推移は、図表 卜牛13の とお りである。

図表 歩牛12 保険料比率の推移

年 度 厚生年金 国共済 地共済 私学共済 国民年金
(国 民年 金 勘 定 )

成

７

８

９

‐Ｏ

Ｈ

‐２

‐３

‐４

‐５

・６

‐７

‐８

‐９

２０

平 %
111.9       96 3      123 5      121 4

107.1       96.0      126.3      118.4

106 8       98.9      126 5      115 6

99 1       97.0      117 1      109.5

95.5       92 7      110.7      104 5

90.5       89.9      105.0       99 0

86.2       87 2      101 3       95 8

82 8       84 7       96.4       95.8

76 2       82.9       90.6       93.2

74 3       84 3       85 3       90 9

75.6       87.0       83.3       91 7

77 3       83.5       82 5       92 7

79.3       79,1       80.5       93.0

79 8       75 0       75,7       93 1

%
117 5

144 5

118.8

113 0

114 3

109 1

100 4

94.0

95 0

92 0

85 7

79.1

78 1

74 1

８

９

‐Ｏ

Ｈ

‐２

‐３

・４

‐５

‐６

‐７

‐８

‐９

２０

△ 13.4

12 6

3.9

△ 0.3

49
9.0

7.5

09
△ 30

△ 63
△ 6.7

△  10
△ 40

江 厚生年金は決算ベースであり、厚生年金基金による代
行分を含まない。

△ 4.8   ∠ゝ 0.3     27   ∠ヽ 29
△ 0.3     29     0.3   ∠ゝ 2.8

△ 78   ∠ゝ  1.9   ∠ゝ 9.4   ∠ゝ  61
△ 3.6   ∠ゝ 43   ∠ゝ 64   ∠ゝ 50
△ 5.0   ∠ヽ 2.8   ∠ヽ 58   ∠ゝ 5.5

△ 43   ∠ゝ 2.7   ∠ゝ 37   ∠ゝ 32
△ 35   ∠ゝ 2.5   ∠ゝ 49     0.0
△ 6.5   △  1.8   △ 5.8   ∠ゝ 26
△  19     1.4   ∠ヽ 5.2   ∠ヽ 2.3

1.3     27   ∠ゝ 2.1     08
18   ∠ゝ 3.6   ∠ゝ 08     1.0
20   ∠ゝ 4.4   ∠ゝ 2.0     0.3
05   ∠ゝ 4.0   ∠ゝ 47     0.1
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図表 2-4-13 収支比率の推移

年 度 厚生年 金 国共済 地共済 私学共済 国民年金
(国 民年金 勘定 )

平成

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

[

[

[

[

[

[

%
69.0

72.4

73.8

80 5

84.9

90.5

97.2

[02.4]

[04 7

[192]
117.2

:983]
[24 3

[13.1]

121 3

[907]
[152
1074]

[172
[619]
[16.3

303.6]

%% %
55.3

58.4

60 6

64 4

67.3

74.3

79.2

83.0

[108.2]

86 2

[828]
86.8

[78.6]

74.0

[655]
76 1

[73.2]

84.0

[178.1]

92.8

[511.4]

75.1       57.0

76.0       57.2

75 7       57 7

80.8       63.2

85.1       64 5

89.3        72.6

95.2       78.1

[101.4]

97 2        84 3

[1006]
98.0       89:3

[91 3]      [70.2]

98.3        93.5

[96.9]  [83.1]
93 0       82.7

[79.1]  [57.9]
95 6       80.0

[96.4]  [83.4]
99.6       89 1

[1326] [2343]
114 5      112 5

[1965][1,1762]

%
72.5

59.1

71.7

75.6

75 3

80 2

89,2

[93.6]

96 7

[108.5]

97 6

[85.7]

103.1

[95.6]

109 0

[876]
114 6

[1098]
120 9

[1535]
127 0

[2042]

3.4     0.9
13   ∠ゝ 0.2

68     51
4.3     4.3
56     4.3
67     5.8
76      2 1

[16.9]  [△ 08]
12.5     07

[△ 20.9]  [△ 9.3]

7.1      0.3
[148]  [5.6]

△  30   ∠ゝ 5.3

[△ 22.4] [△ 177]
△ 61     27
[16.6] [17.3]
20     4.0

[54.5]  [362]
△ 09    149
[41.7]  [63.9]

5.1     32
[△ 253]

4.2     06
[12.9]  [△43]

△  10.8    △  12.8

[△ 252]  [△ 13.0]

△ 2.8      2.1
[25.5]  [77]
92     8.0

[1509] [104.9]
23.4        8.8

[9419] [333.3]

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

△ 13.4

12.6

39
△ 0.3

4.9

9.0

75
[14.9]

09
[△ 22.8]

5.5

[9.9]

59
[△ 7.9]

56
[22.2]

63
[43.7]

6 1

[507]

注 1[ ]内 の数値は、時価ベースである。

注 2厚 生年金は決算ベースであり、厚生年金基金による代

行分を含まない。

注 3 国共済の時価ベースは、平成 10年 度 82.0、 11年 度82.0、

12年度95.5と なっている。
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(6)積立比率

平成 20年度の積立比率を簿価ベースで比較すると、地共済が最も高く 10.1、 次

いで私学共済 9.9、 国共済 6.3、 厚生年金 4.5、 国民年金 (国民年金勘定)3.5の順

となつている (図表 ル4-14)。 平成 20年度は、19年度に比べ全制度で低下している。

また、時価ベースでは、厚生年金 4.6、 国共済 6.4、 地共済 10.0、 私学共済 9.8、

国民年金 3.6と なっている。簿価ベースと同様、平成 19年度に比べ全制度で低下し

てお り、特に地共済の低下幅が大きい。
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